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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、災害遺構の受容過程において、観光空間が果たす役割・課題を明ら
かにすることにある。具体的には、インドネシア・アチェ州にある災害遺構「PLTD Apung （発電船）」を事例
とする。本研究では、キーパーソンに対する半構造化インタビューや関連資料の収集、被災世帯に対する質問票
調査を通じて、災害遺構が防災教育への活用・災害の風化防止という点だけではなく、周辺住民にとっての生活
の場としても機能していることを明らかにした。そして、観光空間を含むこうした生活の場での経験が被災者の
災害遺構の受容にも大きな影響を与えうるという点を指摘した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to clarify the role of tourism space in the 
reception process of disaster remains. Specifically, the case of the PLTD Apung (Power Generation 
Boat) in Aceh Province, Indonesia is used as a case study.
Through semi-structured interviews with key person, collection of relevant materials, and 
questionnaire surveys of affected households, this study revealed that disaster remains not only 
serve as a tool for disaster prevention education and prevention of the weathering of disasters, but
 also as a place for local residents to live. He pointed out that the experience of living in such 
places, including tourist spaces, can also have a significant impact on the acceptance of disaster 
remains by disaster victims.

研究分野： 観光社会学

キーワード： 災害遺構　インド洋大津波　観光　インドネシア

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
災害遺構に対する関係者の意識は、ややもすれば賛成派・反対派などと固定的に捉えられる。しかし、実際に
は、保存－解体という二元論の中で、矛盾する感情を抱きながら葛藤する被災者も多く、国や地方自治体も決し
て一枚岩ではない。そこで本研究では、観光空間における他者とのせめぎあい・交感が、関係者の災害遺構に対
する意識をいかに変えたのかを問い、観光を通じた遺構受容の可能性について考察した点に意義を有する。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

2011 年に発生した東日本大震災の被災地では、災害遺構の保存をめぐる議論が生じた。保存
を求める人々は、災害の風化防止や防災教育への活用を訴え、解体を求める人々からは、被災者
の抱く心理的負担や災害という地域イメージの固定化、高額な保存費用への懸念が示された（河
北新報, 2011 年 7 月 21 日）。こうした議論は時に地域社会内の分断・対立を招き、最終的には、
各自治体が保存・撤去とそれぞれの判断を下したが、災害遺構に対する被災者の複雑な感情は残
されたままである。 
一方、災害遺構の多くが急激に被災地から消えていく現状に危機感を持った防災研究者から

は、財源確保を含めた維持管理の方法が十分に検討されておらず（3.11 震災伝承研究会, 2012）、
こうした制度的枠組みの欠如が、保存を進める上での合意形成の過程で軋轢を招いているとの
指摘がなされた（矢守, 2013）。そして、保存に向けた法制度整備に関する研究（e.g.石原・松村, 
2013）を進めることにより、保存に前向きでない住民からも同意を得やすい環境を醸成するこ
とが目指されている。 
 しかし、災害遺構に関心を寄せるのは、被災者や行政関係者などの当事者だけではない。東日
本大震災の被災地では、旅行業者や NPO が主体となり「震災学習ツアー」「被災地応援ツアー」
などと呼ばれる観光ツアーが行われ、災害遺構とされる場所にもツアー客や個人の観光客など
多くの人々が来訪した。こうして生産された観光空間は、災害遺構を、非当事者である観光客・
観光業者と当時者たる被災者・行政関係者の「出会い（Crouch, 1999）」の場に変え、そこでは
それぞれの災害遺構に対する想いや利害が時にせめぎあい、時に交感した。観光客のまなざしに
対し、被災者中には、自らの祈りの場を邪魔されていると憤る者がいる一方で、故人やふるさと
の思い出、災害の教訓を投影する場として災害遺構を再構築する者もいる。こうした「出会い」
の場は、災害遺構の多くが被災後 3～6 年頃まで議論が続けれており（佐藤・今村, 2016）、南三
陸町防災庁舎においては、一時的な県有化によって 20 年後までの暫定的保存が決まるなど長期
間に渡り維持され、それぞれの「災害遺構」像の再構築が重ねられている。 
本研究では、こうした「出会い」の場としての災害遺構に焦点を当てる。先述した通り、災害

遺構に対する意識は、ややもすれば賛成派・反対派などと固定的に捉えられる。しかし、実際に
は、保存－解体という二元論の中で、矛盾する感情を抱きながら葛藤する被災者も多く（Hayashi, 
2017）、国や地方自治体も決して一枚岩ではない。そこで本研究では、観光空間における他者と
のせめぎあい・交感が、関係者の災害遺構に対する意識をいかに変えたのかを問い、観光を通じ
た遺構受容の可能性について考察する。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、災害遺構の受容過程において、観光空間が果たす役割・課題を明らかにする
ことにある。 
災害遺構に関する既存研究では、保存に向けた取り組みの先に観光を含めた活用があるとの認
識から保存と活用を切り離して論じる傾向にある。前者は、保存に至るまでの経緯や課題につい
て検討する研究が蓄積されており（e.g. 高橋・木村・西村・藤井, 1999; 島川, 2012）、後者は、
災害遺構のネットワーク化や中間組織による運営・財源確保など、観光施策を含めた活用のため
の課題や方策について論じている（e.g.石川, 2010）。そのため、本研究で焦点を当てる観光空間
は、あくまで災害遺構の受容が終わった後に生まれるものと考えられ、その結びつきは十分に論
じられてこなかった。 
一方、近年の観光学においては、このような災害遺構を訪問する行為が「現実および商品化され
た死と災害現場をめぐる提示と消費を包括する現象（Foley and Lennon, 1996,p.198)」と定義
されるダークツーリズムの一環として検討され、災害遺構が生み出すダークネスが、新たな観光
需要を創出し（Biran, Liu & Eichhorn, 2014）、観光客に有意義な経験を与える（Robbie, 2008）
ことが指摘される中で、こうした観光行為をめぐる観光客・住民・観光事業者の相互関係にも焦
点が当てられている。しかし、そこでは観光客が住民に与える影響をいかに少なくするかが論じ
られ、被災者に配慮した観光実践や（Coats & Ferguson, 2013）、倫理規定・ガイドラインの策
定（Kelman & Dodds, 2009）が求められるにとどまっている。 
本研究は、この様に、これまで「地域社会に災害遺構をいかに位置づけるのか（位置づけないの
か）」という議論において、そうした議論の先にあるもの・影響を与えてはいけないものとして
捉えられてきた観光について、その特徴である「出会い」を通じた他者とのせめぎあい・交感と
いう点に着目し、その可能性を見出そうとするものである 
 
３．研究の方法 
 本研究では、インドネシア・アチェ州にある災害遺構「PLTD Apung （発電船）」を事例とする。
PLTD Apung は、2004 年に発生したインド洋大津波によって、海岸から 3kum 内陸に打ち上げら
れた重さ 2600ｔの発電船である。アチェ州は、同災害における最大の被災地となり、死者・行
方不明者 173,000 人という甚大な被害を受けたが、「PLTD Apung 」があるプンゲ・バラン・チュ
ッ村は被災前人口の 4分の 1にあたる 1600 人が犠牲となるなど特に被害が甚大であった地域で
ある。PLTD Apung は、撤去の困難さも相成り被災 3か月後には津波のエネルギーの大きさを示
すモニュメントとして保存することが政府から地域住民へ提案されたが（西, 2014）、モニュメ
ント化への反感や土地の補償問題などがあり、実際に津波教育公園として整備されるまでには 3



年以上の月日を要した。一方で、被災直後から訪問客が後を絶たず、こうした訪問客を対象とし
たガイド・お土産販売・駐車整理・写真展などの活動が住民個人や青年団、地方自治体によって
行われており、これらの活動は実施主体や内容を変更しつつも、被災から 15 年が経過した現在
まで継続している。 
 本研究では、こうした観光空間での出会いを通じて被災者の「災害遺構」像がいかに変容した
のかについて考察するために、下記の調査を実施した。 
①キーパーソンに対する半構造化インタビュー、及び既存資料の収集 
 キーパーソンに対する半構造化インタビューを通じ、PLTD Apungにおける観光の成立と展開、
その後の観光内容の変化について明らかにした。また併せて、現地の行政機関や報道機関、研究
機関を訪問し、関連資料の収集を行った。 
・2019 年 2月 5 日-2 月 16 日 
・2019 年 12 月 25 日－12月 29 日 
②被災世帯に対する質問票調査 
プンゲ・バラン・チュッ村住民（1,512 世帯：5,684 人）の中から、1)PLTD Apung の周囲 200m に
居住する世帯、2)被災前より同村に居住していた世帯、という 2つの条件に当てはまる世帯を抽
出し、その中から協力が得られた 50 世帯に対して、訪問面接調査法に基づく質問票調査を実施
した。同調査では、被災後の 15 年の歳月を 4つに分け、各時期における、世帯ごとの災害遺構
の利用目的とその頻度について尋ねるとともに、被調査者の災害遺構に対する印象・保存の是非
の推移について尋ねた。 
・2020 年 2月 7 日-14 日 
 
４．研究成果 
（１）“生活の場”としての災害遺構 
 インドネシアを代表する災害遺構である PLTD Apung であるが、被災後 15 年の歩みを振り返
ると、そこには一般的に、災害遺構の役割として認識されているような「災害の風化防止」「防
災教育への活用」につながる活動のみが展開されてきたわけではないことが明らかになった。
2005‐2010 までの時期は、PLTD Apung、及びその周辺の買い取りについて、船の所有会社と行
政機関、地権者（住民）の間で交渉が行われており、災害遺構化の方向性についても不明確であ
った。しかし、こうした時期においても、2007‐2009 年頃には住民の一人が PLTD Apung に隣接
する位置にあった空き家を利用して青果店を開店し、その周辺には魚の行商人も集まってきた。
こうして形成された購買空間を多くの周辺住民も利用しており、今回調査した 50 世帯の中で利
用していたと答えた世帯の割合は 9割近い。また、プンゲ・バラン・チュッ村の青年団による駐
車場運営と保安維持、住民によるお土産物販売など、村内の集団・個人による観光客向けの経済
活動も行われており、同調査では、およそ 1割の世帯が何らかの観光客向けの仕事から利益を得
ていたことも明らかになった。またその他、幼児期・学童期の子どもがいる世帯を中心に全体の
4分の 1程度の世帯が PLTD Apung やその周辺を遊び・散歩など憩いの場として利用しており、
また 1 割を超える世帯が、同地で行われた展覧会やワークショップなどの活動に参加した経験
を有していた。 
 2010 年以降は、PLTD Apung、及びその周辺の所有権について関係者の間で合意がなされたこ
とにより、PLTD Apung を取り囲む形で柵が設置され、遊歩道や案内板が設置されるなど災害遺
構化が進んでいく。こうした中になって、先述した青果店は 500m ほど離れた場所へ移転し、同
地で行われていた観光客向けの経済活動も、同地の所有権が行政機関に移転したことにより、整
理され、これまで青年団が行ってきた活動については、駐車場運営については引き続き行うこと
が認められたが、保守維持などの活動については、一部のメンバーが観光施設 PLTD Apung の職
員として行政に再雇用されるにとどまった。また、これまで自由に行われてきた住民個人による
観光客向けのお土産販売についても、行政機関が売店を整備する一方で、販売を行う場所や数に
ついては制限が設けられた。こうした災害遺構化の中で、住民の PLTD Apung、及びその周辺の
利用についても、同地で行われる行政機関やモスク、政党主催の行事への参加などの割合が増加
している。 
 この様に、インドネシアを代表する災害遺構である PLTD Apung では、被災後 15 年の中で、住
民たちによって「災害の風化防止」「防災教育への活用」といったことにとどまらない様々な 
 利用が行われてきたが、その内容については、復旧復興プロセス、及び災害遺構化の進捗状況
にあわせて変化している。 
 
（２）災害遺構に対する住民のまなざし 
 PLTD Apung に対する印象については、被災当初は「暗い・怖い・見たくない・気分を害する」
などネガティブな印象を持つ住民が全体の 6 割を超えていたものの、時を経るについれてその
割合は減少し、現在では「明るい・嬉しい・誇らしい」などのポジティブな印象を持つ人も 1割
ほどおり、「どちらでもない・特に何も感じない」と感じている人が 6 割近くと大勢を占めてい
る。また、PLTD Apung の災害遺構化（移転の是非）についても、当初は、遺構化への賛成・反
対・不明が拮抗していたが、現在は、遺構化への賛成が 6割近い。こうした住民たちの印象・遺
構化の是非の変化の背景には、「今さら船を移転させることはできない・技術面や費用面を考え
ると移転は現実的でないと知った」という諦めや、「神の偉大さを示すことができる」「津波の歴



史・記憶を後世に伝えることができる」といった理由が挙げられる一方で、「住民が収入を得る
場所になっている」「村がにぎやかになった」などの点も少なくない住人が述べた。 
 この様に、災害遺構をどのような場所として利用するのかという点は、住民のまなざしの変化
にも影響を与えている可能性が高いことが明らかになった。この関連については、今後、さらに
検討を加えていきたい。 
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